穴水町役場庁舎宿直（警備）業務委託仕様書

穴水町役場庁舎宿直（警備）業務はこの仕様書により実施するものとするが、この仕様書は業務等の大要を示すものであり、本書に記載されていない事項であっても現場の状況に応じ、町が業務上必要と認めるものについては、委託金額の範囲内で実施するものとする。

１ 業務概要
業務名：穴水町役場庁舎宿直（警備）業務委託

２ 契約履行期間
令和８年６月１日から令和11年3月31日まで　【長期継続契約】
※この契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結する日の属する年度の翌年度以降について、当該契約に係る町の歳出予算について減額又は削除された場合、町は、この契約を変更し、又は削除することができる。
※令和８年５月中に、業務内容の詳細、機器の操作方法等の説明、打ち合わせ等を行うものとする。

３ 業務履行場所
名称：穴水町役場庁舎
所在：石川県鳳珠郡穴水町字川島ラの174番地
構造：昭和47年築造 RC 造 地上 3 階
延床面積：2,803㎡
【宿直時の執務室】１階 宿直室
なお、宿直室は、役場開閉庁日の８時30分から17時15分までの間は役場の業務又は職員の休憩室等のため利用する場合がある。また、シャワー室においては、役場開閉庁日や業務時間内外に関わらず、利用する場合がある。

４ 勤務時間及び必要人員等
⑴ 勤務時間17時15分から翌日８時30分まで（毎日）
（休憩及び仮眠時間）上記時間のうち、23時から翌日６時まで
※ただし、休憩時間中に来庁者及び電話等があった場合は、適宜対応するものとする。また、イベント等による役場業務の都合により、休憩時間中の庁舎出入口の施錠・解錠の依頼が事前にあった場合は対応するものとする。

⑵ 必要人員 各日１名
※ただし、宿直者が突発の傷害又は疾病その他の事由によって業務を完全に履行しえないときは、その事実を知った後、概ね１時間を目途に遅滞なく交代要員を派遣するものとし、各種業務に支障をきたさないよう万全の措置を講ずるものとする。なお、この場合の交代要員については、原則として配置登録した宿直者の中から派遣すること。

５ 必要な資格等
⑴ 宿直者
・身元が確実で、身体強健、意思強固、責任感旺盛であること。
・宿直者は、休憩時間を除き制服及び名札を着用し、身だしなみに留意するとともに、住民対応にあたり礼儀正しく親切、丁寧な応対を行えること。
・受託者は、宿直者を決定したときは、その者の氏名、住所及び経歴等を町に提出し承認を得ること。
・宿直者は、役場の業務内容及び地区の名称等地理の把握に努めること。
・宿直者の通勤車両は、町の指定する場所へ駐車すること。
・宿直者は、その業務に必要があると町が認める範囲において、出入り可能とする。
ただし、立ち入りを制限した区画及び部屋等については、非常時を除き、出入りできないものとする。
・宿直者は、許可なく備品や資料等に触れないこと。

⑵ 業務責任者
・受託者は、本業務を統括する業務責任者を１名選任し、町に届け出ること。
・業務責任者は、町の担当者と随時連絡・調整を行うとともに、宿直者の指導、教育を行うものとする。
・受託者は、宿直者に関し、労働時間・安全衛生など、労働基準法等関連法令を遵守し、安全等を確保すること。なお、労務管理に関する事項は受託者が一切の責任を負うものとする。

６ 業務内容
⑴ 電話対応
・役場庁舎代表電話の応対を行うこと。
※原則的に火災の発生等緊急性のない問い合わせ等に対する対応は、翌日８時30分以降の対応とするが、内容は多岐に渡るため、問い合わせ内容の重要性、緊急性等を判断し、必要に応じて担当者への連絡を行うこと。
※休憩時間についても電話着信があった場合は、応対を行うものとする。

⑵ 庁舎内の巡視、出入口の施錠・解錠
・宿直時間中に３回庁舎内の巡視及び戸締りを行うこと。
【正面玄関】来庁者等を確認の上、18時頃施錠（ただし、木曜日は19時頃）、翌朝 ８時頃解錠 ※会議等の都合により変更をお願いする場合あり。
【職員通用口】22時30分頃施錠、翌朝６時30分頃解錠 ※業務の都合上、変更をお願いする場合あり。
【その他の出入口・窓等】観光交流課側玄関は正面玄関と同様の取り扱いとし、宿直室側の玄関は常時施錠。

⑶ 庁舎内監視カメラによる点検
・庁舎内にある監視カメラによる点検を随時行うこと。
・点検の結果に応じ、巡視を行うこと。
・監視カメラ及び監視システムはむやみに操作（触れない）しないこと。

⑷ 各種届出の受理
・各種届出（婚姻届・出生届等）の受理を行うこと。
※その際に、受理時間の記入、受領簿の記載等簡易的な事務作業あり。
休憩時間についても来庁者があった場合は、対応を行うものとする。
また、受理した場合、翌朝以降に別途手続きが必要となる事がある旨伝えること。

⑸ 郵便物、書類の受理又は引渡し
・郵便物の受理、公共施設利用者へのカギ等の受理又は引渡し、施設管理、清掃業者等からのカギの受理又は引渡しを行う。

⑹ 宿直日誌の作成及び連絡・引継ぎ
・勤務日毎に宿直日誌を作成し、翌開庁日に総務課担当者に提出のうえ、必要事項の引継ぎ及び連絡を行うこと。
・土日祝日の場合は、日直の職員に必要事項を引継ぎ及び連絡を行うこと。

⑺ 照明・冷暖房の管理
・夜間の照明の消灯を行うこと。
・必要時に庁舎の冷暖房機器の操作を行うこと。

⑻ 地震・気象警報等に関する対応
・地震の発生、気象警報発令等の場合に、電話やFAX（環境安全課内）など関係機関より受信した内容について、担当者へ連絡を行うこと。
※休憩時間中であっても対応を行うものとする。

⑼ 火災等に伴う一次的な対応
・火災の発生等緊急の連絡を受けた場合は、担当者へ連絡を行うこと。
※休憩時間中であっても対応を行うものとする。
⑽ 路上の動物等への対応
・熊の目撃情報や、路上の動物の死骸等の連絡を受けた場合は、職員や業者への連絡等の対応を行うこと。

⑾ その他町が必要と認め、受託者が承諾した業務
なお、業務の詳細は直接担当者から説明するものとし、業務に関するマニュアル並びに業務毎の担当職員の氏名及び連絡先を記載した一覧を宿日直者用ジュラルミンケースに保管するものとする。

７ 費用等の負担
⑴ 町が負担（貸与）する備品、設備等
・固定電話 ・ＰＨＳ（ピッチ） ・テレビ及びテレビ台 ・エアコン ・掃除機
・テーブル  ・冷蔵庫 ・電子レンジ  ・折り畳みベッド　・ファンヒーター
・シャワー室
・上記の備品、設備の使用に伴う電気使用料、電話通信料、水道料、消耗品等
※ただし、経費の節減に努めること。

⑵ 受託者が負担（準備）する備品等
・寝具 ・宿直者の制服、帽子、名札 ・事務用消耗品
・懐中電灯 ・シャンプー、リンス等浴室用消耗品
・その他本業務履行に係る一切の費用

８ 個人情報の保護
受託者は、個人情報の保護に関する法律その他関係法令等を遵守し、本業務の履行にあたり知り得た情報を他の目的に利用又は漏洩してはならない。契約期間終了後も同様とする。

９ 再委託の禁止
受託者は、本業務の一部又は全部を第三者に再委託してはならないものとする。

10 業務報告及び引継ぎ
⑴ 職員への業務報告及び引継ぎ
宿直者は、勤務日毎に宿直日誌を作成し、業務終了後（土日祝日の場合は翌開庁日）に総務課監理管財係に提出するものとし、夜間の問い合わせ等必要な事項の引継ぎ及び連絡等を担当職員（土日祝日の場合は日直の職員）に対して確実かつ綿密に行うものとする。

⑵ 契約期間満了後の引継ぎ
契約期間満了の際に新たな受託者がある場合は、引継ぎ等を円滑に実施すること。

11 損害賠償
⑴ 受託者の故意又は過失により、町又は第三者に損害を与えた場合は、受託者の責任においてその損害を賠償するものとする。

⑵ 受託者は、前項の事故による損害が発生したときは、その事故を知った日から14日以内に書面をもって事故による損害の発生を町に通知しなければならない。

12 入札の方法
入札書に記載する金額は、契約期間中の本業務に係る一切の経費を含む総額とし、消費税を除いた額を記載するものとする。

13 業務委託料の支払い
業務委託料は、当該月の業務完了後に受託者からの請求により支払うものとし、請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。なお、請求方法は、月払い又は年払いとし、業務履行月の翌月（年払いの場合は４月）10日までに行うものとする。

14 その他
・受託者は、貸与された備品を適正に使用すること。
・７に記載された備品以外の備品等の宿直室への設置又は持込みについては、総務課監理管財係と別途協議の上、許可された場合に限り設置又は持込みができるものとする。
・食事等飲食は業務時間内に関わらず、適宜宿直室内で行えるものとする。
・この仕様書に記載のない事項又は仕様書に記載された事項に関し疑義が生じた場合は、町と受託者で協議のうえ決定するものとする。

15 本件担当
穴水町役場 総務課 監理管財係 担当：濱谷
TEL 0768-52-3625
Mail kanzai@town.anamizu.lg.jp
